
春日井市保育施設等環境改善事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市は、子どもを安心して育てることができる体制を整備するため、保育

環境の改善等を図る保育事業者に対し補助金を交付するものとし、その交付に

ついては春日井市補助金等に関する規則（昭和54年春日井市規則第４号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

⑴ 私立保育園（児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第

39条第１項に規定する保育所のうち、市が設置した保育所を除いたものをい

う。）を設置する者 

⑵ 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第17条第１項の規定によ

り設置された幼保連携型認定こども園をいう。）を設置する者 

⑶ 小規模保育事業所を設置する者（子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第43条の規定に基づき地域型保育給付（小規模保育に限る。）の支給に

係る事業を行う者として市長の確認を受けた者をいう。） 

⑷ 地域子育て支援拠点事業所を設置する者（法第34条の11第１項に規定する

事業で、春日井市子ども・子育て支援事業実施委託要綱（平成５年４月１日

施行）による実施委託を受けた者をいう。） 

（補助対象事業等） 

第３条 補助金の対象となる事業及び対象となる経費（以下「補助対象経費」と

いう。）は、別表のとおりとする。 

２ 別表に定める経費が、他の事業による補助金の交付を受けている場合には、

補助対象経費に含まない。 



（補助金額） 

第４条 補助金額は、別表のとおりとする。 

２ 前項の補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨て

るものとする。 

（申請の期日） 

第５条 規則第３条に規定する申請の期日は、当該年度の２月末日とする。 

（申請書に添付すべき書類） 

第６条 規則第３条第３号の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、

次のとおりとする。 

⑴ 補助対象経費に係る見積書 

⑵ 改修箇所の図面及び現況写真 

（申請の取下げのできる期日） 

第７条 規則第５条第１項の規定により申請の取下げができる期間は、交付決定

通知を受けた日から10日以内とする。 

（補助金の交付方法） 

第８条 補助金は、規則第10条の規定による補助金の額を確定した後、補助事業

者の請求に基づいて交付するものとする。 

（実績報告） 

第９条 規則第９条の規定による実績報告は、補助事業等実績報告書に次に掲げ

る書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は交付

決定のあった日の属する年度の３月31日のいずれか早い日までに市長に提出し

なければならない。 

⑴ 補助対象経費に係る領収書の写し 

⑵ 改修後の写真 

（検査等） 

第10条 市長は、補助事業者に対し、補助金の交付の目的を達成するために必要

があると認めるときは、その目的を達成するために必要な限度において補助金



の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に

検査することができる。 

（関係書類の整備） 

第11条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を事業完了後５年間保存してお

かなければならない。 

（雑則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年２月28日から施行する。 

２ 令和４年度におけるこの要綱の規定の適用については、第５条中「２月末

日」とあるのは「３月10日」とし、別表中 

第２条第１号から第３

号までに掲げる補助事

業者が行う、新型コロナ

ウイルス感染症等の感

染症対策のために必要

となる設備の改修等及

び保育環境の向上等を

図るために必要となる

老朽化した備品、フロー

リング・カーペット等の

設備の改修等 

とあるのは 

第２条第１号から第３号までに

掲げる補助事業者が令和４年４

月１日からこの要綱の施行の日

までに行った、新型コロナウイ

ルス感染症等の感染症対策のた

めに必要となる設備の改修等及

び保育環境の向上等を図るため

に必要となる老朽化した備品、

フローリング・カーペット等の

設備の改修等のうち市長が認め

るもの 

とする。 

第２条第４号に掲げる

補助事業者が行う、事業

を継続的に実施するた

めに必要となる設備の

改修等 

第２条第４号に掲げる補助事業

者が令和４年４月１日からこの

要綱の施行の日までに行った、

事業を継続的に実施するために

必要となる設備の改修等のうち

市長が認めるもの 

附 則 

１ この要綱は、令和５年８月１日から施行し、改正後の春日井市保育施設等環

「 「 

」 」 



「 

境改善事業費補助金交付要綱の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

２ 令和５年度における改正後の春日井市保育施設等環境改善事業費補助金交付

要綱の規定の適用については、第９条中「経過する日」とあるのは「経過する日

若しくは規則第４条の規定による交付決定を受けた日から起算して30日を経過す

る日のいずれか遅い日」とする。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年２月13日から施行する。 

２ 令和６年度における改正後の春日井市保育施設等環境改善事業費補助金交付

要綱の規定の適用については、別表中 

第２条第１号から第３

号までに掲げる補助事

業者が行う、性被害防止

対策を図るために必要

となる設備の購入等 

  

とあるのは 

第２条第１号から第３号まで

に掲げる補助事業者が令和６

年４月１日以後に実施した、

性被害防止対策を図るために

必要となる設備の購入等のう

ち市長が認めるもの 

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 

」 
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別表（第３条、第４条関係） 

補助の対象となる事業 補助対象経費 補助金額 

第２条第１号から第３号までに

掲げる補助事業者が行う、新型

コロナウイルス感染症等の感染

症対策のために必要となる設備

の改修等及び保育環境の向上等

を図るために必要となる老朽化

した備品、フローリング・カー

ペット等の設備の改修等 

当該事業を実施するために

必要な工事請負費、原材料費

、需用費（燃料費、印刷製本

費、光熱水費及び修繕料に限

る。）、役務費（通信運搬費及

び手数料に限る。）、委託料、

使用料、賃借料（敷金を除く

。）及び備品購入費 

補助対象経費に

相当する額以内

の 額 と し 、

1,029,000円を限

度とする。 

第２条第１号から第３号までに

掲げる補助事業者が行う、ノン

コンタクトタイム（休憩時間と

は別に、物理的に子どもを離れ、

各種業務を行う時間をいう。）を

確保し、保育の振り返り等の業

務を行うスペースを設置するた

めに必要な改修等 

当該事業を実施するために

必要な工事請負費、原材料費

、需用費（燃料費、印刷製本

費、光熱水費及び修繕料に限

る。）、役務費（通信運搬費及

び手数料に限る。）、委託料、

使用料、賃借料（敷金を除く

。）、備品購入費、負担金、補

助及び交付金 

補助対象経費に

相当する額以内

の 額 と し 、

100,000円を限度

とする。 

第２条第１号から第３号までに

掲げる補助事業者が行う、ＩＣ

Ｔを活用した子どもの見守りに

必要な機器の購入 

当該事業を実施するために

必要な装置・機器の購入費（

運搬費、設置・据付け費及び

工事費を含む。）、リース料及

び導入費用 

補助対象経費の

４分の３に相当

する額以内の額

とし、150,000円

を限度とする。 



第２条第１号から第３号までに

掲げる補助事業者が行う、性被

害防止対策を図るために必要と

なる設備の購入等 

当該事業を実施するために

必要な需用費（燃料費、印刷

製本費、光熱水費及び修繕料

）、役務費（通信運搬費、手数

料）、委託料、備品購入費、補

助金及び交付金 

補助対象経費の

４分の３に相当

する額以内の額

とし、75,000円を

限度とする。 

第２条第４号に掲げる補助事業

者が行う、事業を継続的に実施

するために必要となる設備の改

修等 

当該事業を実施するために

必要な改修費（施設の機能拡

充に係る改修に限る。）並び

に子育て家庭の保護者及び

その子が直接利用する備品

購入費（法定耐用年数を超過

した備品の更新、施設移転に

伴う初度調弁に係る備品及

び衛生面等で必要な備品の

購入に限る。） 

補助対象経費に

相当する額以内

の 額 と し 、

8,000,000円を限

度とする。 

 


